
大町市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

1 

○大町市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

平成２５年５月２８日 

教育委員会訓令第２号 

改正 平成２５年１０月１日教委訓令第３号 

平成２６年６月１日教委訓令第４号 

平成２９年３月２７日教委訓令第２号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条の規定による小

学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級（以下「特別支援学級」という。）

に就学し、かつ、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に

規定する障害の程度に該当する児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者

（学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。以下同じ。）の経済的負担を軽減

するため、就学に必要な奨励費（以下「就学奨励費」という。）を支給することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２ 就学奨励費の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、大町市

立学校（以下「学校」という。）に就学している児童等の保護者で、次のいずれに

も該当するものとする。ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２条

に基づく要保護者及び大町市就学援助費支給要綱（平成４年教育委員会訓令第１

号）に基づく準要保護者を除く。 

（１） 特別支援学級に就学し、又は学校教育法施行令第２２条の３に規定する障

害の程度に該当する児童等の保護者 

（２） 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７

号）第２条に規定する収入額が、同条に規定する需要額の２．５倍未満の世帯に

属する者 

（支給対象経費等） 

第３ 就学奨励費の支給対象経費、支給の内容及び支給対象学年は、別表のとおりと

する。 

（支給額） 

第４ 就学奨励費の支給額は、国の定める額を限度とし、第３に定める当該各経費の

２分の１に相当する額（通学に要する交通費にあっては、全額）とする。 

（申請） 

第５ 就学奨励費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、特別支

援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書（様式第１号。以下「調書」という。）

を児童等の就学する学校の校長（以下「校長」という。）を通じて教育委員会へ提

出しなければならない。 

（支給の認否） 

第６ 教育委員会は、第５第１項の申請があったときは、その内容を審査し、支給の

認否を決定し、当該学校長を通じ申請者に通知するものとする。 

（支給期間） 

第７ 就学奨励費の支給期間は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 
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２ 支給期間の中途において就学奨励費の支給の認定をした場合は、教育委員会が認

定した日が月の１５日以前のときはその月から、１６日以後のときは翌月から支給

を行うものとする。 

３ 支給期間の中途において就学奨励費の支給の認定を取り消した場合は、取消日の

属する月の翌月（取消日が初日である場合にあっては、その月）から支給を行わな

い。 

（権限の委任） 

第８ 学校長は、就学奨励費の支給認定を受けた保護者（以下「受給者」という。）

が提出する特別支援教育就学奨励費受領管理委任状（様式第２号）に基づき、就学

奨励費を代理受領できるものとする。 

２ 前項の委任状は、学校長を通じて教育委員会へ提出するものとする。 

（支給方法等） 

第９ 市長は、第４に規定する就学奨励費を当該児童等の就学する学校長に３期に分

けて交付するものとする。 

２ 前項の規定により就学奨励費の交付を受けた学校長は、速やかに受給者に就学奨

励費を支給しなければならない。ただし、受給者が支給される金銭を紛失、浪費又

は目的外に使用するおそれがある場合は、児童等に直接金銭又は現物をもって支給

することができるものとする。 

３ 学校長は、受給者から書面による申出があったときは、その者に対する就学奨励

費の全部又は一部をその者名義の口座へ振り込む方法（以下「振込み」という。）

により支給することができるものとする。 

４ 前項の振込みによる支給については、学校長からの依頼により市長が行うものと

する。 

（報告事項） 

第１０ 学校長は、児童等が支給期間の中途において転学又は死亡等により就学奨励

費の支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告しなければなら

ない。 

（就学奨励費の返還） 

第１１ 教育委員会は、虚偽その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けた者に

対して、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（個人別支給明細書の備付け） 

第１２ 学校長は、児童等に係る特別支援教育就学奨励費個人別支給明細書（様式第

３号。以下「支給明細書」という。）を備え付け、事業終了後速やかに支給明細書

を教育委員会に提出し、その確認を受けなければならない。 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年１０月１日教委訓令第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２６年６月１日教委訓令第４号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月２７日教委訓令第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の大町市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定により、

大町市立美麻小学校第５学年として新入学児童生徒学用品費・通学用品費購入費の

支給を受けた者については、改正後の大町市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規

定による新入学児童生徒学用品費・通学用品費は支給しない。 

別表（第３関係） 

支給対象経費 支給の内容 支給対象学年 

学校給食費 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１

１条第２項に定める学校給食費 

全学年 

通学に要する交

通費 

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法に

より通学する場合の交通費。ただし、遠距離通

学費補助金の交付の対象となる児童等の通学

費は除く。 

全学年 

修学旅行費 児童等が参加する修学旅行に関する経費のう

ち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見

学料及び修学旅行に必要な経費として均一に

負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、

旅行損害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物

輸送料、通信費、旅行取扱料等の額 

修学旅行を実施する

学年 

校外活動費（宿泊

を伴わないもの） 

児童等が学校行事として宿泊を伴わない校外

活動に参加するために直接必要な交通費及び

見学料 

全学年 

校外活動費（宿泊

を伴うもの） 

児童等が学校行事として宿泊を伴う校外活動

（修学旅行を除く。）に参加するために直接必

要な交通費、宿泊費及び見学料 

全学年 

学用品購入費 児童等が通常必要とする学用品の購入費 全学年 

通学用品費 児童等が通学のため通常必要とする通学用品

の購入費 

新入学児童生徒学用

品・通学用品購入費

の支給対象とならな

い学年 

体育実技用具費 学校の体育（保健体育）の授業の実施に必要な

体育実技用具（柔道、剣道、スキー又はスノー

ボードの用具に限る。）であって、当該授業を

受ける児童等全員が個々に用意することとさ

れているものの購入費 

小学校第１学年から

第３学年まで及び小

学校第４学年から第

６学年までのそれぞ

れの期間ごとに１つ

のスキー又はスノー
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ボード用具 

中学校第１学年から

第３学年までの期間

にあっては、左に掲

げる用具のうち、い

ずれか１つの用具 

ただし、大町市立美

麻小中学校にあって

は、それぞれそれら

に準ずる期間とす

る。 

拡大教材費 弱視の児童等が授業において使用する拡大教

材又はその購入費 

全学年 

新入学児童生徒

学用品・通学用品

購入費 

学校に入学（義務教育学校後期課程においては

進級も含む。）する者（年度の当初において支

給の対象として認定された児童等に限る。）が

通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。

ただし、小学校（義務教育学校にあっては前期

課程）及び中学校（義務教育学校にあっては後

期課程）それぞれ１回を限度とする。 

小学校及び中学校の

第１学年。ただし、

大町市立美麻小中学

校にあっては第１学

年及び第８学年を対

象とする。 
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様式第１号（第５関係） 

様式第２号（第８関係） 

様式第３号（第１２関係） 

 


